
 

 

 

 

高額介護合算療養費・高額医療合算介護（予防）

サービス費制度が始まりました 

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するために設けられた新

しい制度で、同一の世帯に所属する後期高齢者医療の被保険者全員が、平成２０年８月か

ら平成２１年７月までの１２ヶ月間、または、平成２０年４月から平成２１年７月までの

１６ヶ月間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額（※）を合計し、その金額が下記

の基準額を超えた場合に、申請により超えた金額を支給する制度です。 

医療保険分は、「高額介護合算療養費」として、山形県後期高齢者医療広域連合から口座

振込により支給されます。 

介護保険分は、「高額医療合算介護（予防）サービス費」として、平成２１年７月３１日

現在に加入していた介護保険の保険者の市町村から口座振込により支給されます。 

※ 入院した場合の食事負担額や差額ベッド代、高額療養費としてすでに支給された金額などは自己

負担額に含みません。 

基   準   額 

所得区分 

平成 20年 8月から 

平成 21年 7月までの 

12 ヶ月間で計算する場合

平成 20年 4月から 

平成 21年 7月までの 

16 ヶ月間で計算する場合 

若い世代並みに 

所得のある方 
６７万円 ８９万円 

一般的な所得の方 ５６万円 ７５万円 

住民税非課税世帯 

（区分Ⅱ） 
３１万円 ４１万円 

低所得 

の方 所得なし 

（区分Ⅰ） 
１９万円 ２５万円 

 平成 20 年 4 月から平成 21 年 7 月までの 16 ヶ月間での計算は、制度初年度である今回だ

けの特別措置です。 

平成 20 年 8 月から平成 21 年 7 月までの 12 ヶ月間で計算した場合と、平成 20 年 4 月か

ら平成 21 年 7 月までの 16 ヶ月間で計算した場合の支給額を比較して、より高額となる方

を選択し支給します。 

裏面もご覧ください 
 

 

 

山形県後期高齢者医療広域連合 

電話 ０２３７－８４－７１００ 

 

 

 



計  算  例 ① 

世帯内の後期高齢者が夫婦二人、所得区分が低所得の住民税非課税世帯で、 

平成２０年４月から平成２１年７月までの１６ヶ月の負担額が、 

 

 

 

の場合。 

 

 

 

１９万円の内訳  

夫の医療保険分 ＝ １９万円 ×（２０万円／６０万円）＝ ６３，３３３円 

夫の介護保険分 ＝ １９万円 ×（  ０円／６０万円）＝      ０円 

妻の医療保険分 ＝ １９万円 ×（１５万円／６０万円）＝ ４７，５００円 

妻の介護保険分 ＝ １９万円 ×（２５万円／６０万円）＝ ７９，１６７円 

 

夫：医療保険負担額 ⇒ ２０万円 ①

  介護保険負担額 ⇒   ０円 ②

妻：医療保険負担額 ⇒ １５万円 ③

  介護保険負担額 ⇒ ２５万円 ④

世帯の負担額 ＝ ①＋②＋③＋④ ＝ ６０万円 

世帯の支給額 ＝ 世帯の負担額６０万円 － 基準額４１万円 ＝ １９万円 

計  算  例 ② 

世帯内の後期高齢者が一人、所得区分が低所得の住民税非課税世帯で、 

平成２０年４月から平成２１年７月までの１６ヶ月間の負担額が、 

 

 

 

平成２０年８月から平成２１年７月までの１２ヶ月間の負担額が、 

 

 

 

の場合。 

 

 

 

 

 

 

支給額がより高額となる方を選択しますので、１２ヶ月間で計算した１１万円が支給額と

なります。 

１１万円の内訳  

医療保険分 ＝ １１万円 ×（２５万円／４２万円）＝ ６５，４７６円 

介護保険分 ＝ １１万円 ×（１７万円／４２万円）＝ ４４，５２４円 

医療保険負担額 ⇒ ３０万円 ① 

介護保険負担額 ⇒ ２０万円 ② 

１６ヶ月間の場合の負担額 ＝ ①＋② ＝ ５０万円 

１２ヶ月間の場合の負担額 ＝ ③＋④ ＝ ４２万円 

１６ヶ月間の場合の支給額 ＝ 負担額５０万円 － 基準額４１万円 ＝  ９万円 

１２ヶ月間の場合の支給額 ＝ 負担額４２万円 － 基準額３１万円 ＝ １１万円 

医療保険負担額 ⇒ ２５万円 ③ 

介護保険負担額 ⇒ １７万円 ④ 


